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（１）審議概観

第200回国会において、本特別委員会に

付託された法律案及び請願はなかった。

〔国政調査〕

11月18日、東日本大震災復興の総合的

対策に関する件について、田中復興大臣

から発言があった。

11月27日、質疑を行い、これまでの復

興庁の取組の総括及び今後10年の取組方

針、東日本へのインバウンド誘致に向け

た港湾整備及び情報発信の必要性、中間

貯蔵施設の用地取得・施設整備の状況及

び除去土壌の搬送完了までの取組方針、

除去土壌の最終処分や再生利用について

の国民の理解の醸成に関する取組、福島

県における水揚量の回復及び諸外国の輸

入規制撤廃に向けた取組方針、特定復興

再生拠点区域における生活基盤の整備方

針、地震・津波被災地における地域の実

情に応じた復興事業の継続の必要性、三

陸鉄道の復旧に係る事業者及び自治体の

負担軽減に資する国の支援の在り方、原

子力災害の避難計画の策定が進まない中

で原発を再稼働することに対する見解、

東日本大震災の教訓の伝承に係る復興大

臣の見解及び震災遺構に関する費用負担

の在り方、防災復興庁への発展的改組に

係る検討状況、除染廃棄物を詰めたフレ

コンバックの流出及び回収状況並びに再

発防止策、地域公共交通確保維持改善事

業に係る被災地特例の継続の必要性、避

難行動要支援者に係る避難計画作成の義

務化に対する復興大臣の見解、被災した

子供を含めた県外被災者に対する支援の

必要性、日本郵政株式等の売却等による

繰入れ予定財源の状況及び令和３年度以

降の財源確保対策、令和元年台風第19号

との二重被災者に対する支援の在り方、

津波被災地における商業施設の整備状況

及び支援の具体的内容、福島第一原発の

原子力災害被災地域の子育て世帯に対す

る具体的な支援策、「復興の火」の展示に



係る準備の進捗状況及び復興庁が告知等

を主導していく必要性、福島第一原発の

汚染処理水の海洋放出に係る科学的な根

拠に基づく対応、台風等による除去土壌

流出の再発防止策及び除去土壌・廃棄物

保管場所の総点検の必要性、復興・創生

期間後における東日本大震災からの復興

の基本方針において復興施策に５年間の

期間を設けることの是非、全ての浸水源

を一体化したハザードマップの作成を推

進する必要性、事業継続計画（ＢＣＰ）

の策定支援及び地区防災計画の実効性の

確保に係る取組などの諸問題が取り上げ

られた。

（２）委員会経過

○令和元年10月４日(金)（第１回）

特別委員長を選任した後、理事を選任した。

○令和元年11月18日(月)（第２回）

東日本大震災復興の総合的対策に関する件に

ついて田中復興大臣から発言があった。

○令和元年11月27日(水)（第３回）

政府参考人の出席を求めることを決定した。

東日本大震災復興の総合的対策に関する件に

ついて田中復興大臣、小泉国務大臣、平内閣

府副大臣、横山復興副大臣、和田国土交通大

臣政務官、藤木農林水産大臣政務官、小島厚

生労働大臣政務官、門国土交通大臣政務官及

び政府参考人に対し質疑を行った。

〔質疑者〕

上月良祐君（自民）、清水真人君（自民）、

木戸口英司君（※）、石垣のりこ君（※）、

杉尾秀哉君（※）、横沢高徳君（※）、浜田

昌良君（公明）、梅村みずほ君（維新）、音

喜多駿君（維新）、岩渕友君（共産）、嘉田

由紀子君（碧水）

○令和元年12月９日(月)（第４回）

東日本大震災復興の総合的対策に関する調査

の継続調査要求書を提出することを決定し

た。

閉会中における委員派遣については委員長に

一任することに決定した。


